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スユ 河川敷利用の基本理念及び基本方針と

審 査 表 原 本

審 査 巨 分 審 董 珊 自 審 査 網 目 審 査 肉 習 の 盟 問  

Al 基本理念 基本理念 基本理念の内容を満足しているか。


塞本理念と墓
 

A Al

基本方針 基本方針の内容を淘足しているか。


:$方針毒事の検
 
A2 塞本方針 A2

憲貝書で指摘された事項について放蓄を行ったか。(改善のための計画を策定したか， JA3憲見書 継続申請時の酸善A3証 

必要理由 この場所を必要とする理由は基本理念と基本方針に照 5レ合わIt軍当か。811
B1 必要性 

適正面積 占用面積は必要厳低限にしている b' ， その算定に歪当性を mしたが。812

代笛可能性 煙内地で代琶でき芯い施絞であるか.821

B2 代替性 代笛地闘査 狸内地で代笹可能砿錨誼の場合、代替地を調査をしたか q

日
 

822

代省地選定 代笛地調査の結果過した代省地があった場合用地取得を阻みたか。823
占周施自の計画 

人への安全 占周巨窃円 Eぴ周辺道路における利用者敏策者流綬盆民の安全に配慮した対策を碕じている t九831
と N置理淘の

検匝 施盟力、自然災害等により総書(増水等による冠水 台風地震等による倒壊火災等)が主じた場合に倫えて施設の安全
B3 安全性 832 施段の安全

対策を講じている b'. 

安全対策の周知 飽設殻置Ieより影留を畳ける近隣住民 Ie 安全対策と事責安時の対応策を周知しているか。833

841 公共性 誼首位する施設は広く 般の用 Ie 供するととが可能で、申請者だけの利用仏国られる排他狼占的砿ものでは広いか。 
B4 公共性 

842 i也 π由理解 問講者 I. 留置する施設周辺の地 π理解をどのよう主主方迭で得たのか(得るのか)。 

設置期間 許可を畳 11 た施般の使用期間はどのくらいに芯るか.Cll

継続期積の場合前回占用許可期間内にどのよっに飽盟内容が霊化したか@ぎた、その変化理由はどのよっ芯もので
施段由変遷C12

適切芯ものであったか。 

施段管理 利用に関する主憲事項緊急符の連絡先 I. 看板等で利用者等に明示しているか。C13

Cl 占周絡窓 C14 共同利用 既存類似施設が申請場所の近院にある場含その施般の共同刊悶について所雀者とIll!震を行った b"

利周計画 施段の維符管理計画 lま適主であるひ。また施 Eの構造規模以占用申請期間を適正に考慮したものか@C15 維持管理

施lI!整備!品る使悶資材は河川内の資材を極力使用することとし 河川 l外か tうの持ち込みを必要愈小限に留めているか。 

C16 施般の補修新股 (例えば駐車場の舗装のイ引つりにチップ材を使用しているなど)また地形の改変は環境治水利水に E慮レて必

婆鰻小限 Ie 留められているか. 

備造物の安全 錨般を構成する遊具等の偽造物の定期点検を実絡しているか.また、安全対策は定めているか。C17
c 利用状況 占周匡殿内の各利用施詰ごとに利用者室裂の変動(時刻稽日 季節)を把握レている白、。

占周施肢の手 I)周 
C21

便所C22 トイレ飽誼を確保し適正に維持管理しているか.
計画と利用者等 

C2 利用者 C23 ゴ三処理 ゴ三処理の方乏を定めているかロ
か 5の検証 

C24 利用者対応 適正忽利用を促すための管理万浴(管理人等の配置)を定めているか。

巴 25 駐輸駐車場 利用者の駐輪場駐車場(身体障書者同等を含む)を確保しているか。 

利用者の年齢や身体主'"健康状態に関わりなく利用可能広施鐙ひ。また、利用制限を陸けている場合'"それ九合理性が
C31 利用者の年齢等

あるか a 

利用者交清 常時利用者と流域住民との交流はある b'o また、交流を程進さぜる計画があるか。C32
C3 利用 R 態 

川とのふれあい 利用者と川とのふれあし W可能な施被か aC33

河川|聖護保援活動C34 河川の環境治水利水等の理解を促すための活勧計画(また'"実繍)があるな。 

地窃活性化 占周臣湾周辺地域の活性化を恒す利用施控 b"C35

C41 意見聴取 利用計画策定!と際して広く流域性民台、ら意見聴取(対話討論会等)を行ったか.


のE映
 

C4住民意見 

C42 利用者意見 琉域住民や施世利用(予定)者からの意見を反映さりて計画 υた施誼か。

占周匡媛とその周辺の大完汚染等の現況を調査したか。 ぎた飽般は占周巨域とその周辺白大気質 lζ影留を与えないか。口 11· 1大気汚染

水質汚濁 占用区域とその周辺白 J司川水質底質の現況を調査したか。暗殺は占周巨授とその周辺の水質底貨に舵醤を与え広いか。
口 11-2

底質汚染 また農薬(殺虫剤殺菌剤除草剤等)の使用を鱗ょとしているか@ 

占周匡媛とその周辺陸峻の土寝貨の現況を個査した針。施殺絞置により占周巨援とその周辺の土寝汚染を招かないひ。
011-3土壌汚染

農業(殺虫剤殺菌剤除草剤等)の使用を禁止しているか。施世備造物等は有轡化学物質を使用していないか。 

占悶匡震とその周辺町地下水河川 l伏流水の現況と近般住民等による刊氷状況を網置したか。また、施段!ま占周匡授と
011-4地下水

その周辺の地下水系とその水質に影響を与えないが。

占周匡授とその周辺の騒音娠動の現況を調査したか固また、施誼'"占周巨授とその周辺の新た忽騒音眠動の発生源
口 11-5 騒音振動

になら主主いか。
 

011-6悪臭
 占周巨綬とその周辺の悪臭の現，兄を調査したか。また鐙設は占周匡爆とその周辺への悪臭発生源に忽らはいか. 

占周巨織とその周辺の地形の特性の現況を密資したか。また施設の地形改変が占用匡爆の地形特性九与える影響'"軽01 環境
口 12 地形改変

微 b、。

口 13 飽世言語備!し伴い小動物価笠への影留'"広い b'o 

占用区甥とその周辺 lしおける陵生動植物の分布等の現 iR を調査したか.また 施設は隆生生物、とくに貴重種や保全対

盤備の"醤

014-1 店主生生物
縁種のま存に景，;躍を与え芯いか.
 

占周区域とその周辺における水生動値物の分布等の現況を街宣したか。また水生生物 とく L貴重種や保全対象裡の

014-2水主主物

生存に影醤を与え忽いか。
D

占用巨授とその周辺の生物生態系の概況を調査したひ。鰭飯が占周匡域とその厨辺の生態系人 DIます影響じま軽微か。
現場治水利 口 15 生態系

生物の生息生育環境白河 III縦横断方向の連続性が分断される可能性以低いか。
水を考慮した占

周 S値段の績匝 口 16 環焼復π 占周期間終了後、自然環境の早期復πを見込んだ盤備計画としているか。

口 17 作業車の通行影留 河川般を占用施設の管理作業車が走行するとと人より自然環境への膨響は忽いわ、。 

018 無線使用の影留 8包絞で使用する無線周波数は、周辺畳慣施設 Ie 影響を与えないか。 

021 治水 治氷上の影.， eついて事同リ審査は売了しているか o (確盟事項)
 

占用匡織が存する河Jl IIL おける週去の茸 J兄を把愛重している b' 。また 施設の幡造物は洪水時に治水よの主障を生 Uさせ
 
槍造物022-1

忽し功、。


022ｷ2偽造物流失


02; 台水

洪水時に構造物が流出し1;>い対策が鋭じられているか。ぎた 流出した場合の処置を定めているか.

022ｷ3情造物撤去 冠水時に影醤を受ける構造物を般置している場合洪水筒を想定した槍造物の撤去伽練を定期間九実施しているひ。 

飽誼に手 I) 水計画がある場合事前審査以完了しているか。(確盟事項)
 

03 利水
 

031 1') 水計画

経霞に和 J水計画がある場合あるい l芯施般が河川 l水地下水 Ie 影讐を及 I，す可能性がある場合、既存の水手 I)使用 Ie 影醤
D32 利水への影響

を与えないか。 

占周匡減とその周辺の景観特性(生態学的景闘を含む)の現況を銅査した b' ， また飽殺の形態(形状色彩等)が占周
D41 景観

区銀とその周辺白策観符性に Rぼす影留は軽微 b"


口 42 察観主化の把握
 占周に伴う景観主化白予潤を行っているか。 
04 

占周匡綬の姐裁が周辺慣観に及(ます影響 l芯軽微か.また在来の値隼を活かレた植裁か。
景観文化 

043 徳裁

044 文化財 占用匡滋とその周辺の文化財の現況を復宣したかーまた 飽盟'"占用匡織とその閣辺白文化財 L影留を与え忽し功、。 

占周区域とその周辺の歴史文化に関する現況を調査したか.また施彼'"占用区域とその周辺の歴史文化(缶承文化等)
D45 歴史文化

と共存可能白、。

「施震警備 J には新築改築総持修繕を含む。

洞川敷地占用許可申請・審査の寺引きの策定にりいて

[編集・発行 l 河川保全利用委員会(琵琶湖河川事務所) I 
I連絡先 l 国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所占用調整課 I

〒~~選貨県大津市累津~"iII&I""ao-!IiibI::tiDl代表'_:::r$，.FI&"t I;e#f:f:l， i ホームページ M，ldI"""_同岡田時liJIilil田町加但 ....トW>lIIIJ耐 m問団岡田 i' I3· Ii..目

-河川敷利用の基本理念と河川敷利用の基本方針

平成 9 年の河川法改正により従来からの目的であった「治水・利水」に加えて「河川環境の整備と保

全 J が新たに目的化されました。河川環境を形成する重要な要素の 1 つである河川敷は、これまでその

活用によるまちづくりの推進などの要請に応えて公園等の施設整備が進められてきましたが、その一方

で、これらの人工的に整備された施設は、本来の川の姿を特徴付ける環境を失わせている現状もあるこ

とから、河川本来の特性を活かした利用形態への見直しが求められてきています。

そこで、琵琶湖河川事務所では、「これからの河川敷地利用のあり方」を検討していくために「河川保

全利用委員会(琵琶湖河川事務所) (以下、「委員会」という。 )J を平成 16 年度に設立し、平成 16 年 

11 月 7 日に開催された第 1 回委員会から継続的に「これからの河川敷地のあり方」を示す「河) II敷利用

の基本理念(以下、「基本理念」という。 )J と「河川敷利用の基本方針(以下、「基本方針」という。 )J を

策定するために議論を行ってきました。

平成 16 年 11 月 7 日に開催された第 1 回委員会から平成 20 年 12 月 4 日に開催された第 23 回委

員会まで、実に約 4 年もの歳月をかけて議論を行い、このたび「基本理念」と「基本方針」が策定され

ました。この「基本理念」と「基本方針」は琵琶湖河川事務所が所管する全河川に適用し、また新規要

望施設と既存継続施設を区分することなく適用することを原則とすることにより、失われた自然環境が

修復され、地域の貴重な財産である川が将来に保全・継承されることが期待されます。 

2 頁にて、策定された「基本理念」と「基本方針」の全文をご紹介します。

-河川敷地占用許可申請・審査の手引き

基本理念基本方針と並行して、申請者が委員会で審査を受けるための申請手順と、河川管理者及び

委員会が審査を行う方法や審査を行う際の基準を明確化するために、河川管理者が作成する「河川敷地

占用許可申請審査の手引き(以下、「手引き」という。 )J について、委員会としての意見を河川管理者

に述べてきました。そして、第 23 回委員会にて最終意見を述べたことにより、これまでの委員会から

の意見を踏まえた手引きが河川管理者によって策定されました。この手引きを利用することによって、申

請者にとっては占用許可申請説明書作成の参考となり、また河川管理者及び委員会にとっては同一の視

点での審査が実施されることが可能となります。

紙面の都合上、すべてをこの場でご紹介することはできませんが、 3 頁及び 4 頁にて、河川敷占用許

可制度の流れや委員会審査の流れ、審査項目等を記した審査表原本についてご紹介します。

なお、河川保全利用委員会ホームページ (http://ww w. biwakokasen.go.jp/kasen-hozen/) にて、

手引きの全文を公開していますので、ご覧下さい。

基本理念等公表号 -4 基本理念等公表号 1 
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-河川敷利用の基本理念と河川敷利用の基本方針 -河川敷地占用許可申請・審査の手引き

[河川敷占用許可制度のi耐1]

[占用許可制度の流れ(公園等)1
琵琶湖河川事務所が所管する河川における

事前協議シ又手
河川敷利用の基本理念と基本方針

河川敷は、その活用によるまちづくりの推進などの要請に応え、公図等の施設整備が進められて

きた。これら公園等の人工的に整備された施設は、本来の川の姿を特徴付ける環境を失わせている

現状もあるため、河川本来の特性を活かした利用形態への見直しが求められている。そのため、こ FE22
⑨意見曹を

参考とした r請 l官苦
説明
 

こに河川敷利用における基本理念と、その基本理念を基礎としてより具体化・汎用化した河川敷利


用の基本方針を定める。

••••• 

詑

ト

③l

l

官 舎⑤ホームページ、
ー ー対話集会芯ど②意見照会奮の

・ による意見聴取
4)申請者及びー 且

付託 

目⑪河川峨地

目 占用許可準則なお、この基本理念及び基本方針は、新規要望施設と既存継続施設を区分することなく適用す

ることを原則とする。 

1.河川敷利用の基本理念

川は、生物が生息・生育する場として地域が有する貴重な自然環境であり、そのような

環境に育まれた地域固有の風土・文化が形成されてきている。

こうした認識の下で、失われた自然環境を修復し、将来に地域の貴重な財産を保全・

継承していくために I!IIでなければできない利用、川に活かされた利用」を尊重することを

河川敷利用の基本理念とする。 

2.	 河川敷利用の基本方針

琵琶湖河川事務所が所管する各河川における河川敷利用の基本方針は、基本理念を踏


まえて以下のとおり定める。


(l)自然環境の保全・修復と治水、手Jj水を踏まえたものとする。 

(2)	 設もが河川と容易にふれあえるものとする。 

(3)	 利用施設は、治水上の安全と利用者の安全に配慮したものとする。 

(4)	 利用施設の整備は、自然環境保全の観点から整備の範囲を必要最小限とし、


供用前の自然環境への復元と整備資材の廃棄が容易な工夫をするものとする。
 

(5)	 利用が競合する場合は、関係者間で合意形成を図るものとする。

上記の基本理念汲び基本方針を踏まえた望ましい利用形態の例としては、以下のものが考えられる。

(1)自然環境の保全・修復に向けた利用 

(2)

(3)

(4)

(5)

水環境学習を推進するための利用 

治水・利水のあり方を理解するための利用 

自然散策等健康培進のための親水空間としての利用 

流域の景観(生態的景観を含む)と歴史・文化を損なわない利用

以上
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[事前協議システムにおける委員会審査の流れ 1

.河川管理者から申請者へ「占用許可申請説明書」の作成を依頼する。

-申請者は「占用許可申請説明書Jを作成し、河川管理者へ提出する。

-河川管理者は、本手引きに基づき審査項目の一部を審査し、「審査結果一覧表」を作成する。

.河川管理者l革、河川保全利用委員会へ意見照会書!こ「占用許可申請説明書Jr審査結果一覧表J

を添付して、付託する。 

可V

委員会 1 回目
(現地調査河 )11管理者から概要及び審査結果覧表の説明) 

※ ζの委員会で時聞があれば、河川管理者が審査を行った項目以外の審査を行う。

可Vホームページや対話集会により意見聴取を行う

委員会2回目
(河川管理者が審査を行った項目以外の審査)

可V審議状i兄により、委員会回数の糊あり

調整作業会 1 回目
(審査コメント、意見書の集約)

可V

調整作業会2回目
(意見書の集約)※必要に応じて開催する 

T
委員会3回目
(意見書(案)審議)

可V
-意見書提出

・委員会ニュースにて審査結果を公表

|
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